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Ⅰ 指針策定の趣旨
県では、県長期総合計画「うつくしま２１」において、県づくりの理念として「一

人ひとりが大切にされ、いきいきと生活できる社会の形成 「持続的発展が可能な地」、

域社会の形成」を掲げ、県民、民間団体、市町村と県が相互に連携し、協力しながら

県づくりを進めています。

今日の我が国社会において、人々の価値観やライフスタイルの変化、少子高齢化や

、 、 、情報化の進展 経済のグローバル化など社会環境が大きく変化する中で 介護の問題

地球規模での環境問題など、社会的な課題やニーズは複雑・多様化しており、これま

で我が国を支えてきた行政、企業を中心とした従来の社会システムだけでは、多様化

する住民ニーズに対応していくことが困難となってきています。

このような中で、平成１０年１２月には、ボランティア活動など市民が自発的に行

う社会貢献活動を促進するため、民間非営利団体が簡易な手続きで法人格を取得する

ことができる特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が施行され、この法律に基づき、県

内ではこれまで１００を超える団体が認証を受けています。

以上のように地方行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、県行政のイコールパ

ートナーとしてのボランティア・ＮＰＯとどのように連携・協力し、県民福祉の向上

を図っていくかは当面の重要な課題となってきています。

この指針は、平成１４年５月に設置された、県、市町村、ＮＰＯ、企業、学識経験

者からなる「ボランティア・ＮＰＯパートナーシップ会議」の提言を踏まえ 「うつく、

しま２１」に基づく県づくりを一層推進するため、県がＮＰＯとの協働を推進する基

本的な考え方と施策展開の方向を示すものです。

ＮＰＯ、県民、市町村、企業におかれても、この指針の趣旨を理解していただき、

県と一体となった取り組みを期待するものです。

Ⅱ ボランティア・ＮＰＯについての一般的概念と期待される役割
１ ボランティアの概念と役割

ボランティアは、これまで「自立性 「自発性 「無償性 「公益性 「先駆」、 」、 」、 」、

性」などが基本的な性格とされてきており 「自発的な意思に基づく個人の社会に、

貢献する活動 「社会に貢献する活動を行う個人」などの意味で用いられてきて」、

います。

また、昨今のボランティアの多様化傾向の中で、無償ボランティアばかりでな

く、相互助け合いの交換に用いられる地域通貨（時間通貨 、福祉活動に対する時）

間貯蓄、報酬を伴う有償ボランティアなど、ボランティアの概念がより広がりを

持ったものに変化しつつあり、ボランティアという言葉の意味するところも広が

ってきています。

ボランティアは、とりわけ次のような地域社会づくりに重要な役割を担うもの

と考えられています。

ア 共に支え合う社会の実現

イ ふれあいと活力に満ちた地域コミュニティの形成



社会の担い手として、行政、企業と並ぶ第３の担い手という意味であり、公社・公団等の官*1 第三のセクター：

民共同出資の事業体のことではない。

ＮＰＯが主体となって*２ 公共的サービス： 本指針においては、県が提供する公共サービスのみならず、本来

提供する県民福祉向上のための公益的サービス、また、県、ＮＰＯが協働して提供

するサービス等の総称として用いている。
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ウ 生きがいのある心豊かなくらしの創造

エ 多様な選択を可能とする社会の形成

２ ＮＰＯの概念と役割

ＮＰＯは （非営利組織）の略で、一般的には「営利を目的Nonprofit Organization
としない民間団体」の総称として用いられています。ＮＰＯは、行政 第一セク（

ター 、企業（第二セクター）と並ぶ第三のセクター を指して使われ、次の図の）
*1

ようにその概念は多様です。

行政 国・都道府県・市町村

企業 株式会社等 民法３４条に基づく公益法人（社団
法人、財団法人）

法人格あり 公益 特別法に基づく法人（社会福祉法人
等）
特定非営利活動促進法に基づく
法人（ 法人）ＮＰＯ ＮＰＯ

消費生活協同組合法等に基づく法人
（消費生活協同組合等）

共益
中間法人法に基づく法人＊

＊ 同窓会、町内会、マンション管理組合などの共益団体

公益を目的とする任意団体
（ボランティアグループ等）

法人格なし 会員相互の利益増進を目的とする任意団体
（同窓会等）
その他
（町内会等）

ＮＰＯは多様な価値観に基づき、様々な分野で自主的な活動を展開しており、

従来の社会システムを変革する主体として、とりわけ次の役割が期待されていま

す。

ア 公共的サービス の提供
*２

イ 新たな地域社会づくりと分権型社会の形成

ウ 新たな経済主体

エ ボランティアが活躍できる場の提供
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オ 社会的課題として顕在化していない課題の発見

（参考）

公共的サービスの範囲

ＮＰＯの独自の責任と ＮＰＯが中 県が中心と 県独自の責任と主体ＮＰＯと県
主体性によって行う領域 心となり、 な り 、 Ｎ Ｐ 性によって行う領域のがそれぞれの
のサービス 県の協力を Ｏ の 協 力 を サービス主体性を堅持

得て行う領 得 て 行 う 領しつつ、対等
域のサービ 域 の サ ー ビに協力して行
ス スう領域のサー

ビス

協働の領域

３ 本指針におけるボランティア・ＮＰＯの定義

( ) ボランティア1
この指針においては、ボランティアを「営利を目的とせず、自発的な意思に基

づいて、他人や社会のために活動を行う個人」と定義します。

ＮＰＯ(2)

この指針においては、 を「公共的な領域において、社会的な課題を解決ＮＰＯ

することを目的とし、組織の使命への賛同者やボランティアなどの力を運営の基

本に据えて活動する組織体」と定義し、指針上「 法人」及び「公益を目的ＮＰＯ

とする任意団体」を対象とします。

以下述べる は 「 」と「 」の両者をＮＰＯ 法人 公益を目的とする任意団体、 ＮＰＯ

指すものとします。

４ ボランティアと の関係ＮＰＯ

ボランティアと は、一般的には次のような関係にあると思われます。ＮＰＯ

ア ボランティアは、 の運営に参加または参画します。ＮＰＯ

イ は、ボランティアに活動の場を提供し、生きがいや自己実現の機会ＮＰＯ

を創出します。

参加／参画
ボランティアＮＰＯ

場の提供

（生きがい、自己実現）

Ⅲ 県内のボランティア・ＮＰＯの現状と課題
１ ボランティア・ の現状ＮＰＯ

( ) ボランティアの現状1

株 時事通信社が平成８年度に実施した福島県民意識調査により、ボランティ

アについて、次のことが明らかになりました。

「 」 、 、ア ボランティア活動に関心がある と答えた県民は６割以上いますが 一方

ボランティア活動の経験については、６割以上の人が「したことがない」と



協働： この調査においては 「協働」の定義を「行政とボランティア・ＮＰＯがそれぞれの主体性・自発性の*３ 、

もとに、共通の領域において、互いの特性を認識・尊重しあいながら、共通の目的を達成するために、

課題解決に向けて協力・協調する」としている。

協働の形態： この調査においては 「協働の形態」を「①共催、②実行委員会・協議会、③事業協力、④委託、*４ 、

⑤情報提供・情報交換、⑥その他」の６種類としている。

揺籃期： 組織的な活動や事業遂行力、資金調達力等が未だ弱く、自立した運営基盤として安定していないＮ*５
ようらんき

ＰＯ
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答えています。

イ ボランティア活動をしたことがない理由としては 「時間的な余裕がないか、

ら 「きっかけや機会がないから」が多くなっています。」、

( ) の現状2 ＮＰＯ

「 」 、県が平成１２年度に実施した 福島県における市民活動団体実態調査 により

県内の任意団体について、次のことが明らかになりました。

、「 」、「 」、「 」、ア 活動分野は まちづくり・むらづくり 自然環境保護 芸術文化振興

「高齢者福祉」などが多くなっています。

イ 単一の市町村及び近隣の市町村を含めた地域を主な活動地域としている団体

が多くなっています。

ウ 個人会員数５０人以下の団体が約７割を占めています。

エ スタッフ、専用の事務所を有している団体は少ない状況です。

オ 活動経費規模５０万円未満の団体が約７割を占めています。

( ) 県・市町村とボランティア・ との関わり方3 ＮＰＯ

県が実施した ボランティア・ 庁内実態調査 平成１３年度 及び ボ「 」（ ） 「ＮＰＯ

ランティア・ 市町村実態調査 （平成１４年度）により、ボランティア・ＮＰＯ 」

協働 事業について、次のことが明らかになりました。ＮＰＯ
*３

ア 平成１４年度の県の協働事業は３６事業であり、また、平成１４年度に何ら

かの協働事業を行う市町村数は１９と少ない状況です。

、 、 、「 」、「 、イ 協働の形態 は 県 市町村ともに 情報提供・情報交換 実行委員会
*４

協議会」が多くなっています。

、 、 、「 」、ウ 協働できなかった理由としては 県 市町村ともに 協働する事業がない

「相手となるボランティア・ の不存在 「ボランティア・ 情報ＮＰＯ ＮＰＯ」、

不足」が多くなっています。

２ ボランティア・ の課題ＮＰＯ

ボランティア・ＮＰＯパートナーシップ会議の提言において、県内のボランティ

ア・ について下記のような課題の指摘がなされており、本県の の多くＮＰＯ ＮＰＯ

は揺籃期 の段階にあると言われています。
*５

( ) 県民にとってボランティアに関する情報が不足しており、またボランティア相1

互の交流の機会が少ないため、一般的に関心が高いものの実際の活動にまで結び
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ついていません。

( ) ボランティアと 、 相互間のネットワークが形成されていません。2 ＮＰＯ ＮＰＯ

( ) 財源の５割弱を会費収入に依存し、また、会員数の拡大や広範な寄付金募集が3
難しいため、慢性的な資金不足に悩む団体が多い状況です。

( ) は、人員の確保が困難であり、またマネジメント・会計・税務などの専4 ＮＰＯ
門スタッフが育っていません。

( ) 県、市町村ともに、行政の果たす役割やボランティア・ 担当窓口の不明5 ＮＰＯ

確、税制上の優遇措置が不十分であるなどボランティア・ 活動環境の整備が進ＮＰＯ

んでいません。

Ⅳ ＮＰＯとの協働に係る県としての基本的な考え方
県、 は、ともに社会的課題解決に取り組んでいる事業主体です。その目指すＮＰＯ

ところは、より良い地域社会づくりにあり、県民福祉の向上にあります。これら各主

体が公共的サービスの質や量の向上を目指し、お互いに協働していくことは、県民生

活を向上させるうえにおいて大変重要な意義を持つものです。

１ 協働の意義

(1) にとっての意義ＮＰＯ

にとっては、公共的サービスの領域拡大、公共的サービスを提供するうＮＰＯ

えでの責任ある体制の構築、行政への政策提言力の向上などの意義を持ちます。

(2) 県にとっての意義

県にとっては、多様化し高度化する社会的ニーズへの柔軟な対応、政策への新

しい発想の導入、行政組織や体質の変革促進などの意義が期待されます。

( ) 県民にとっての意義3
県民にとっては、公共的サービスの幅と厚みが増大することにより、その恩恵

を享受することができるようになります。また、県民がボランティア・ 活ＮＰＯ

動に参画する機会の拡大にもつながり、生きがいづくりや自己実現の機会創出に

結びつきます。

２ 本指針における協働の定義

この指針においては、協働を「それぞれの組織体の主体性・自主性を前提としつ

つ、相互の存在意義を認識し、尊重し合い、相互に持てる資源を出し合い、対等の

立場で共通する目的の実現に向け公共的サービスを提供する活動」と定義します。

また、ボランティアとしては、ボランティアが協力し合って新しい を立ちＮＰＯ

上げたり、既存の に参画することなどにより、 活動を通して県との協ＮＰＯ ＮＰＯ

働にかかわることになります。

３ 本指針において想定する協働の形態

協働の領域は、Ｐ３のとおり① が中心となり、県の協力を得て行う領域、ＮＰＯ

② と県がそれぞれの主体性を堅持しつつ、対等に協力して行う領域、③県がＮＰＯ
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中心となり、 の協力を得て行う領域があり、その領域における協働の形態はＮＰＯ

次のようなものと考えますが、今後様々な分野の協働を通して、新たな協働の形態

が生じてくることが考えられます。

したがって、下記の形態にとらわれることなく、それぞれの事業に最もふさわし

い形態のあり方を検討することが重要です。

、 等が共に主催者となって、連名・共同して事業を行う形態(1) 県 ＮＰＯ

お互い対等な立場で役割を分担し合い、それぞれの責任の所在を明確にするこ

とが必要です。このため、企画段階から一緒に取り組むことが重要です。

例） 主催、共催など

( ) 県、 等を構成員として常設または臨時の組織体を形成し、その組織体が2 ＮＰＯ

主催者となって事業を行う形態

組織の構成員として、それぞれの役割や責任を明確にすることが重要です。

例） 推進会議、実行委員会、協議会など

( ) が、 等の主体的な参画を得て、新たな視点に立って、政策の立案や施3 県 ＮＰＯ

策等の企画・計画・実施等において相互に連携し、協力し合う形態

県は に対して、行政情報の開示や適時・適切な行政情報の提供を行うこＮＰＯ

とが重要です。

例） 研究会、討論会、懇話会など

( ) の提案を契機として、県が提案内容を政策の立案や施策の推進等に反映4 ＮＰＯ

する形態

の提案を受理し、検討するシステムを構築することが前提であり、県とＮＰＯ

が対等に話し合える環境を整えることが重要です。ＮＰＯ

例） 政策提言など

( ) 県の領域にかかわる業務の一部を、 に委託して事業を行う形態5 ＮＰＯ

県が のノウハウや機敏性、柔軟性、独創性を活かし、より県民ニーズにＮＰＯ

、 、合った事業効果を期待し また県としての事業のあり方を見直す視点を持つなど

委託することに積極的な意義を持たせることが重要です。

例） 研修委託、公共施設の管理委託など

( ) が行う事業が県施策の目指す理念や方向性等を先取りしていることなど6 ＮＰＯ
から、県がその使命や公益性・先見性等を高く評価し、そのことを積極的に明示

する形態

揺籃期にある にとっては、県による認知や評価は社会的な信頼性を高めＮＰＯ
ようらんき

る効果があるため、 の事業に対する県としての関わり方について、改めてＮＰＯ

見直すことが重要です。

例） 後援、推薦など

４ 協働推進の目標

地域の多様なニーズに柔軟に対応して活動している と県域全体の県民福祉ＮＰＯ

の向上を施策展開の基本目標に据えて事務事業を推進している県は、それぞれの特

徴を活かしながら、相互の存在意義、活動目標等を理解し、対等の立場で共通する
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目的の実現に向け、連携・協力していくことが県民福祉全体の向上に重要です。協

働の目的は、公共的サービスを拡大させ、活力ある地域社会を創出することにあり

ますので、協働は次のような目標を目指して取り組まれるべきものです。

(1) 県民ニーズに沿った公共的サービスの拡充

県と との協働によって、新しいきめ細かな公共的サービスの拡充を図りＮＰＯ

ます。

(2) の自立促進ＮＰＯ

県と との協働を進めることによって、 がより自立した活動主体とＮＰＯ ＮＰＯ

して、その特性を発揮できるよう支援します。

( ) 活力ある地域社会の形成3

県と との協働によって、 活動が活発化し、県民主体の活力ある地ＮＰＯ ＮＰＯ

域社会を創造します。

５ 協働推進にあたっての基本原則

県と との協働にあたっては、 の自主性を尊重しつつ、次の基本原則ＮＰＯ ＮＰＯ

を遵守します。

(1) 目的共有

県民ニーズを的確に把握し、十分検討したうえ、目指すべき具体的な目標を県

と が共有します。ＮＰＯ

(2) 自立・対等

互いの自立性を尊重し、支配・被支配の関係に陥ることをたえず回避し、対等

性の保持に努めます。

(3) 相互理解

県と はそれぞれ相互の特性や違いについての理解を深めます。つまり、ＮＰＯ

県と は共に公共的サービスの提供主体であるという価値観を共有しつつＮＰＯ

も、活動主体としてそれぞれ異なる性質を持っていることを理解するとともに、

批判に謙虚に耳を傾けます。お互いに向けられた

(4) 情報公開

県と は、共に県民に対して情報の積極的な公開に努め、計画から実施、ＮＰＯ

評価に至るすべての過程について透明性を確保します。

( ) 共同の実践5
お互いに知恵など保有する資源を出し合い、共に実践することの中から、協働

による真の成果が生まれてきますので、一緒に汗を流す姿勢と共同の取り組みが

重要になります。

６ 協働の推進方法

協働を具体的に推進していくためには、県行政内部におけるコンセンサス形成や

体制整備の状況、また を取り巻く環境変化や協働推進についての気運などのＮＰＯ
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状況を見極め、適時適切な取り組みが必要となります。なお、次のステップは基本

形であり、順序については柔軟に対応することが重要です。

(1) 第１ステップ

ア 協働に関する取り組みについての方針の確認

、 。県として との協働をどう進めていくか 基本的な方針を決定しますＮＰＯ

との情報交換・交流機会の創出イ ＮＰＯ

ＮＰＯ Ｎ協働相手となる についての理解と協働の可能性を検討するため、

との情報交換・交流機会を創出します。ＰＯ

職員研修・意識改革ウ

、 。職員向けの研修を実施するなど との協働について職員の理解を深めますＮＰＯ

エ 庁内取り組み体制の構築

県と との協働を推進していくため、協働の総合窓口を設置し、協働ＮＰＯ

を推進する職員を配置するとともに 「ボランティア・ 活動促進庁内連、 ＮＰＯ

絡調整会議」を中心に庁内の推進体制の充実を図り、総合調整機能を強化し

ていきます。

(2) 第２ステップ

づくりア 実施計画

どういう手順で協働を進めていくのかなどについて、各部局が主体的に計

画を作成します。

イ 協働事業の創出

からの事業提案の実現可能性を積極的に検討することを含め、既存ＮＰＯ

事業などで協働できる事業があるかどうか検証するとともに、その結果を踏

まえて協働事業の創出を行います。

ウ 協働に向けた事業構築

県と がそれぞれの役割と責任分担を明確にしたうえで、協働するこＮＰＯ

とにより県民に対するより良い公共的サービスの提供が可能になるとの視点

で事業を構築します。

また、 が感じ取っている問題意識や県への期待に耳を傾けるなど、ＮＰＯ

新たな視点での行政ニーズの把握に努めます。

エ 施策体系化

協働事業の分野・形態分類など施策体系化を図ることにより、施策全体の

中での個々の事業の意義と目的を明確にします。

(3) 第３ステップ

ア 協働事業の推進

既存及び新規の協働事業を全庁的に推進します。

イ 協働事業評価手法の検討

、 、ボランティア・ 関係者 学識経験者等からなる検討委員会等を設けＮＰＯ

協働事業のプロセス、成果、改善点などを把握するための評価手法について

検討します。

ウ 効果評価と事後への反映
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、 、実施された協働事業が所期の目的を達成したか 達成できなかった場合は

何が問題だったのか検討し、次年度以降の事業実施等に反映させるため、庁

内の協働の取り組み状況及び の取り組み状況を毎年度把握していきまＮＰＯ

す。

７ 協働事業の具体的な手順

との協働を進めるための具体的な手順としては、①協働にふさわしい事業ＮＰＯ

の検討、②適切な協働形態の選択、③協働の相手方の選定、④事業の実施、⑤評価

という流れが基本となります。

( ) 協働にふさわしい事業の検討1

等の意見を十分に聞き、公共的サービスの質や量の充実等を意識しながＮＰＯ

、 、 。ら 既存事業の見直しを行うとともに 協働にふさわしい事業の検討を行います

＊ 既存事業の見直しの視点

１ 協働することによって、県民ニーズに合ったサービス向上が期待でき

るか。

２ サービスに係るトータルコストについて十分な配慮がなされている

か。

＊ 新たな事業の視点

１ 県民のニーズに合致しているか。

２ 本来県により実施することが望ましいか、また によることが望ＮＰＯ

ましいか。

３ 協働によってより県民ニーズにあったサービス向上が期待できるか。

４ サービスに係るトータルコストについて十分な配慮がなされている

か。

( ) 当該事業にふさわしい協働形態の選択2
事業目的・内容に最も適した協働形態の選択を行います。

( ) 協働の相手方の選定3
は、それぞれ設立目的、信条、組織規模、事業遂行能力など様々ですのＮＰＯ

で、それぞれの の特性や能力を正しく理解し、当該事業の協働のパートナＮＰＯ

ーとしてふさわしい を選定します。ＮＰＯ

＊ 相手方選定の視点

１ としての設立目的、理念、信条ＮＰＯ

２ 事業遂行能力

・ 活動地域

・ 人材・スタッフ

・ 動員力

・ 連携、協力団体

・ 活動内容・実績

・ 事務局体制

・ 財政状況

３ 運営の透明性



６ フィランソロピー： 企業の様々な社会貢献活動や、慈善的な寄付行為などを指す。*

メセナ： 企業などの様々な文化支援活動を指す。*７
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( ) 協働事業の実施4

事業の目的、協働形態、役割分担などについて県、 間で十分話し合い、共ＮＰＯ

通の認識に立って事業に臨むようにします。

( ) 協働の評価5

ＮＰＯ協働によって提供したサービスが目的を十分達成するものであったか当該

を交えて評価し、評価の結果、課題がある場合は、次回以降の事業の検討・実施で

改善していきます。

Ⅴ 協働指針の推進にあたって
本指針は、県と の協働推進のために県が取り組むべき課題等を中心に策定ＮＰＯ

するものですが、県民のための公共的サービスの向上という観点から考えた場合、

県のみならず国、市町村、企業さらには大学その他研究機関等と との協働推ＮＰＯ

進も重要な課題であると考えます。

このため、県は、自ら との協働を推進するとともに、国、市町村、企業、ＮＰＯ

大学等の関係機関・団体がボランティア・ 活動の重要性と との協働のＮＰＯ ＮＰＯ

、 。意義について良く理解し 協働を促進していくよう働きかけていくことも重要です

１ 関係機関等との連携

( ) 国との連携1
国に対しては、認定ＮＰＯ法人になるための認定要件の緩和など税制面での支

援措置の拡充や地方公共団体が行うボランティア・ 活動支援施策への財政ＮＰＯ

措置を講ずるよう働きかける必要があります。

( ) 市町村との連携2

市町村に対しては、本指針についての理解を求め、定期的に会議を開催するな

どして情報交換を密にするとともに、これからボランティア・ 活動を始めＮＰＯ

ようとする県民やボランティア・ が身近なところで相談等を受けることがＮＰＯ

できるようにするため、市町村が行う人材育成や活動の場の提供等の事業に対し

て必要な支援措置を講ずる必要があります。

( ) 企業との連携3
企業に対しては、フィランソロピー やメセナ などと呼ばれる社会貢献活

* *６ ７

動やボランティア休暇制度の拡充を働きかける必要があります。

( ) 大学やその他研究機関等との連携4
のマネジメント能力の向上はもとより、 としての政策提言能力のＮＰＯ ＮＰＯ

向上のためにも、 と大学、その他の研究機関等との共同研究や共同の教育ＮＰＯ

研修事業など、積極的な連携を図る必要があります。



成長・発展期のＮＰＯ： 活動が社会的にも認知され、広く外部資金の有効な活用が図られるなどにより、活動*８

が活性化し、また、行政等と対等な役割分担により協働に取り組み、さらに活動領域の

拡大を図るなど安定し自立した運営基盤を確立したＮＰＯ
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２ 情勢変化に伴う指針の見直し

この指針は、 の成熟や社会経済情勢の変化などの実態を踏まえ、必要に応ＮＰＯ

じて見直しを行うこととします。

Ⅵ 協働に向けたＮＰＯ活動支援施策の方向性
県内の多くの は揺籃期にあり、県と がイコールパートナーとして協ＮＰＯ ＮＰＯ

ようらんき

働していくためには、企画力、事務遂行能力等を高め、成長・発展期 の に
*８
ＮＰＯ

成長していくことが必要です。

、 、 、このため の自主性・自発性を尊重し 側面的・間接的支援を基本としてＮＰＯ

活動の活性化を図る必要があります。ＮＰＯ

以下の施策は、 組織基盤の強化や活動しやすい環境の整備を図るうえでいＮＰＯ

ずれも重要なものですが、着手が可能なものから早急に取り組む必要があります。

１ 組織基盤の強化ＮＰＯ

(1) 人材の確保・育成

人のつながりや集合によって形づくられ、支えられている が安定した活ＮＰＯ

動を続けていくためには、人材の確保とリーダー的役割を果たせる人材の育成が

大切です。

ボランティアが活動しやすい環境を整えていくことは、 を支える人材のＮＰＯ

層の厚みを増すことにもつながります。

このため、ボランティア研修など県民のボランティア活動への参加意識を高め

るための啓発を充実させるとともに、学校教育や生涯学習の場におけるボランテ

ィア体験、インターンシップの導入などボランティア活動機会の拡充に努める必

要があります。

また、ボランティア活動に関心と意欲があるにもかかわらず、子どもがいるな

どの事情により参加できない県民のため、ファミリーサポート等の充実を図る必

要があります。

なお、 の役員やスタッフなどの人材を育成するため、 マネジメンＮＰＯ ＮＰＯ

ト講座の開催や専門家の派遣などの支援を行う必要があります。

(2) 中間支援 のための支援充実ＮＰＯ

の自立的な発展のためには、助成金などに関する情報の収集・提供、人ＮＰＯ

材育成、 間の連携など、個々の の組織基盤をサポートする中間支援ＮＰＯ ＮＰＯ

の発展が重要です。ＮＰＯ

、 、 、このため 県内の中間支援 が 自立的に発展していくことができるようＮＰＯ

委託などを通して積極的な支援を行う必要があります。

(3) 財政自立のための環境づくり
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は自助努力が前提であり、サービスの向上又は事業拡大のためにも、事ＮＰＯ

業収入の増加に努めるなど、自主財源の拡大を図っていくことが望まれます。し

かしながら、県内では、財政基盤が脆弱な が多く、財政支援を求める声もＮＰＯ

大きくなっています。

財政支援の方法としては補助金・助成金の交付が考えられますが、安易な補助

金・助成金の交付は、 の外部依存体質を招き、対等なパートナーとしてのＮＰＯ

自立性を阻害するおそれがあることから、 の立ち上げ期に限定するなど、ＮＰＯ

執行方法等を工夫する必要があります。なお、成長・発展期の に対する財ＮＰＯ

政支援については、特に以下の視点に留意する必要があります。

① 県側からは事業目的やフレームを示すだけにとどめ、 からの企画提ＮＰＯ

案を尊重した事業展開とすること。

② 補助金や助成金の交付決定にあたっては、公開審査の導入等により審査の

透明性の確保を図るとともに、 によるプレゼンテーションなどによりＮＰＯ

間の競争原理を取り入れるなどして、それぞれの の独自性発揮ＮＰＯ ＮＰＯ

に努めること。

③ 成果報告会を開催するなどして補助金・助成金が有効に使われたかどうか

公開の場で検証するとともに、広く成果の普及・共有に努めること。

なお、県が資金を信託銀行に信託して設置する「公益信託うつくしま基金」によ

る助成は、県民の目線に立って助成先や対象事業を選定しようとする場合に適して

いるなど の個性や自立性を活かす手法であるので、その活用の周知を図る必ＮＰＯ

要があります。

また、県では、平成１０年１２月から、収益事業を行わない特定非営利活動法人

に対して、法人県民税均等割の減免措置を講じていますが、他の税目を含め更なる

税優遇制度の拡充について、国や他都道府県の動向に留意しながら検討していく必

要があります。

( ) コミュニティビジネス等の育成・支援4
県内各地において、在宅介護支援、子育て支援など、地域が必要としている事業

を地域の住民が自ら取り組むコミュニティビジネスの動きが出てきています。こう

した取り組みは人々の相互の結びつきを強めるとともに、住民の生きがいや雇用機

会の創出にもつながるなど、地域社会の活力を高めるうえで大きな意義を持つもの

であり、この育成・支援に努める必要があります。

( ) 融資の円滑化5
今後 が自主的・自発的な活動を発展させていくうえで、融資に対する期待ＮＰＯ

は高まっていくものと考えられます。

しかし、多くの は、資産も乏しく、従来の担保を条件とした融資は受けにＮＰＯ

くい状況にあります。

このため、 の果たす社会的役割について、金融機関の理解を深めるとともＮＰＯ

に、事業体としての発展性、成長性は高いものの、担保力に乏しい が融資をＮＰＯ

受けやすい環境整備を図る必要があります。



- 13 -

(6) 業務委託による事業遂行能力の向上

ＮＰＯ Ｎへの業務委託は、事業の実施を通じてノウハウを積み重ねることなど

自身の能力向上につながり、また、県民サービスの向上を図ることからも期ＰＯ

待が大きく、さらに、雇用・就労機会の創出にもつながることから、公正な手続

きのもと積極的な推進に努めていきます。

２ 活動環境の整備ＮＰＯ

( ) 広報・啓発、気運の醸成1

活動については、その活動の盛り上がりや社会的認知がまだまだ不十分ＮＰＯ

であり、広報・啓発を通して活動しやすい気運の醸成を図ることは重要な取り組

み課題の一つです。

、 、このため、広報・啓発パンフレットの作成・配布 活動事例の発表機会の創出

、 、 、活動事例集の作成 セミナーやシンポジウムの開催 活動に対する顕彰等により

活動の気運の醸成を図る必要があります。ＮＰＯ

( ) 情報提供2
県民やボランティア・ へのアクセスしやすい方法による情報提供は、新ＮＰＯ

たな活動の動機付けや相互の交流促進にとって重要です。

紙ベースによる情報媒体は、インターネット等電子メディアになじめない人々に

電子メディアが主流になりつつある今日、時とって有効な情報伝達手段ですが、

機を逸しない新鮮な情報を提供するためには、電子メディアの有効な活用は緊急

の課題です。このため、県のホームページ等の充実を図る必要があります。

ＮＰまた、インターネット等電子メディアに親しみの薄い県民やボランティア・

などのために、県民ふれあい広場「みらい工房 、国際交流サロン、社会福祉協Ｏ 」

議会ボランティアセンターなどに設置された情報端末を活用し、身近なところで電

子メディアの情報に接したり、紙ベースによる情報を受け取ることができるように

する必要があります。

( ) 相談・コーディネート3
ボランティア・ 活動情報を一方向的に提供するだけでなく、相談に応じＮＰＯ

るなど状況に応じたコーディネート機能の充実が必要です。

( ) 政策形成への 等の意見の反映4 ＮＰＯ

県の政策決定にあたっては、 等の意見を十分に聞き、より県民ニーズにＮＰＯ

即したものとなるよう努めるとともに、企画立案・決定・評価などの政策形成の

各過程に 等が参画できるようなシステムづくりの検討が必要です。ＮＰＯ

( ) 活動の場の確保5
県民のボランティア活動への参画を促したり、 相互の情報交換や連携をＮＰＯ

図るうえにおいて、活動の拠点となる場所の確保は大きな意義があります。

現在、県内には県民ふれあい広場「みらい工房 、社会福祉協議会ボランティア」

センター、国際交流サロン、体験活動・ボランティア推進センターなどの施設が

あります。
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今後県内各地に設置されることが期待されている情報発信、相談・コーディネ

ート等の機能を持つサポートセンターに対して長期的な視点に立った支援が望ま

れており、それらのセンターと既存の様々なセンターとのネットワーク化を支援

する必要があります。

また、ボランティア・ 活動の水平的な広がりを促進するため、関係機関・ＮＰＯ

団体等と連携しながら、空き教室や使用されていない公共施設、空き店舗等の有効

活用を図ることが重要です。
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資料１

ボランティア・ＮＰＯパートナーシップ会議設置要綱

（設置）

第１条 福祉、環境保全、国際交流など様々な分野において、社会的な課題に自主的に取

り組むボランティア・民間非営利団体（ＮＰＯ）の活動が活発化してきており、こうし

た活動は、地域の活力を生み出し、豊かな地域を創造していく上で重要な役割を担って

いる。

このため、ボランティア・ＮＰＯ活動の社会的意義・役割、県とボランティア・ＮＰ

Ｏとの協働のあり方、県としての今後のボランティア・ＮＰＯ活動環境整備のあり方等

、 （ 「 」 。）を検討するため ボランティア・ＮＰＯパートナーシップ会議 以下 会議 という

を設置する。

（所掌事項）

第２条 会議は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を知事に提言する。

（１）県とボランティア・ＮＰＯとの協働のあり方に関すること

（２）ボランティア・ＮＰＯ活動環境整備のあり方に関すること

（３）その他ボランティア・ＮＰＯ活動の促進に関すること

（組織）

第３条 会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。

２ 委員の委嘱期間は、平成１４年１２月３１日までとする。

（会長）

第４条 会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。

（会議）

第５条 会長は、会議を招集し、その座長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

３ 会議には、実務的検討を行うためワーキンググループを設けることができる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができ

る。

（ワーキンググループ）

第６条 ワーキンググループは、会長が委員の中から指名した者をもって構成する。

２ ワーキンググループは、会長が主宰する。

（庶務）

第７条 会議の庶務は、生活環境部県民環境室県民文化・消費生活グループにおいて処理

する。

（細則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
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附則

この要綱は、平成１４年５月９日から施行する。

別表

ボランティア・ＮＰＯパートナーシップ会議委員名簿

（１０名、五十音順、敬称略）

氏 名 所 属 等

岩崎 洋一 特定非営利活動法人カルチャーネットワーク理事

（ボランティア・ＮＰＯ）

小椋 真弓 障害福祉課主幹兼課長補佐（県）

＊前職で住民参加庁内研究会を主宰

斎藤 実 特定非営利活動法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター

代表理事（ボランティア・ＮＰＯ）

佐藤 英雄 福島信用金庫吉井田支店長（企業）

佐藤 昌弘 東北電力（株）福島支店企画管理部門広報地域交流統括リ

ーダー（企業）

庄子 まゆみ 原町市役所まちづくり企画課副主査（市町村）

須田 弘子 特定非営利活動法人まごころサービス福島センター理事長

（ボランティア・ＮＰＯ）

星野 珙 二 福島大学経済学部教授（学識経験者）

谷ヶ城 隆 特定非営利活動法人会津ＮＰＯセンター理事長（ボランテ

ィア・ＮＰＯ）

山川 充夫 福島大学経済学部教授（学識経験者）
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資料２

特定非営利活動促進法の概要

１ 特定非営利活動促進法の目的
特定非営利活動促進法は、法の定める分野の非営利活動を行う団体に「特定非営利
活動法人」という法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市
民活動の健全な発展を促進し、公益の増進を図ることを目的としています。

２ 対象となる団体
この法律により法人格を取得することが可能な団体は 「特定非営利活動」を行うこ、
とを主な目的とし、次のような要件を満たす団体です。
ア 営利を目的としないこと
イ 社員（総会で議決権を有する者）の資格の得喪について、不当な条件を付けないこ
と
ウ 報酬を受ける役員数が、役員総数の１／３以下であること
エ 宗教活動や政治活動を主目的にしないこと
オ 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
カ 暴力団、又は暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５
年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
キ １０人以上の社員がいること

特定非営利活動とは、次の①と②を満たす活動のことです。
①法第２条の別表に掲げる活動
１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
２ 社会教育の推進を図る活動
３ まちづくりの推進を図る活動
４ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
５ 環境の保全を図る活動
６ 災害救援活動
７ 地域安全活動
８ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
９ 国際協力の活動
１０ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
１１ 子どもの健全育成を図る活動
１２ 情報化社会の発展を図る活動
１３ 科学技術の振興を図る活動
１４ 経済活動の活性化を図る活動
１５ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
１６ 消費者の保護を図る活動
１７ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動

② 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

＊ 下線は、平成１４年１２月１１日に改正ＮＰＯ法が成立したことに伴い、追加さ

れた規定である。なお、改正ＮＰＯ法は平成１５年５月１日から施行される。
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資料３
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H
1
2
.4
.1
9
1

1

1
7
喜
多
方
子
ど
も
劇
場

岩
田
チ
ウ
9
6
6
-
0
8
0
1
喜
多
方
市
字
常
磐
台
5
8

会
津
0
2
4
1
-
2
3
-
2
7
4
5
H
1
2
.1
.2
7
H
1
2
.4
.2
5
1
1
1
1

1
1

1
8
介
護
福
祉
組
合

松
尾
一
昭
9
7
5
-
0
0
1
7
原
町
市
牛
越
字
舘
下
1
3
6

相
双
0
2
4
4
-
2
4
-
4
9
9
9
H
1
2
.4
.1
3
H
1
2
.7
.4
1

1

1
9
カ
ル
チ
ャ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

安
田
好
伸
9
6
1
-
0
0
5
3
白
河
市
字
中
田
1
4
0

県
南
0
2
4
8
-
2
2
-
5
2
2
0
H
1
2
.4
.1
8
H
1
2
.7
.6

1
1
1

1
1

2
0
よ
つ
ば
の
ク
ロ
ー
バ
ー

西
野
喜
久
子
9
6
0
-
1
1
0
8
福
島
市
成
川
字
五
反
田
9
-
1

県
北
0
2
4
-
5
3
9
-
8
8
6
1
H
1
2
.5
.2
5
H
1
2
.8
.2
1

1

2
1
ふ
く
し
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

佐
藤
和
子
9
6
0
-
8
0
3
4
福
島
市
置
賜
町
1
-
2
9

県
北
0
2
4
-
5
2
8
-
1
2
1
1
H
1
2
.5
.2
6
H
1
2
.8
.2

1
1

2
2
介
護
支
援
協
会

松
尾
ミ
チ
子
9
7
5
-
0
0
1
7
原
町
市
牛
越
字
舘
下
1
3
6

相
双
0
2
4
4
-
2
4
-
5
0
4
3
H
1
2
.6
.8
H
1
2
.9
.1
1
1

1

2
3
豊
心
会

阿
部
　
　
弘
9
6
2
-
0
8
2
1
須
賀
川
市
桜
岡
1
2
4
-
2

県
中
0
2
4
8
-
7
6
-
7
3
1
3
H
1
2
.6
.1
9
H
1
2
.9
.1
2
1

2
5
Ｆ
Ｂ
Ｃ
事
務
所

高
橋
　
　
功
9
6
0
-
0
2
4
1
福
島
市
笹
谷
字
大
谷
地
1
6

県
北
0
2
4
-
5
2
2
-
9
1
1
8
H
1
2
.6
.2
0
H
1
2
.9
.2
5
1

1
1
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福
島
県
認
証
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
一
覧
表

№
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

代
表
者
〒

住
　
所

振 興 局
電
話
番
号
受
理
年
月
日
認
証
年
月
日

① 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉

② 社 会 教 育

③ ま ち づ く り

④ 学 術 ・ 文 化 ・ 芸 術 ・ ス ポ ー ツ

⑤ 環 境 保 全

⑥ 災 害 救 援

⑦ 地 域 安 全

⑧ 人 権 ・ 平 和

⑨ 国 際 協 力

⑩ 男 女 共 同 参 画 社 会

⑪ 子 ど も の 健 全 育 成

⑫ 情 報 化 社 会

⑬ 科 学 技 術

⑭ 経 済 活 動 の 活 性 化

⑮ 職 業 能 力 開 発 ・ 雇 用 拡 充

⑯ 消 費 者 保 護

⑰ Ｎ Ｐ Ｏ 等 支 援

　
　
備
　
考

（
⑫
か
ら
⑯
の

　
分
野
は
平
成

　
１
５
年
５
月

　
１
日
か
ら
追

　
加
）

2
6
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

吉
田
公
男
9
6
3
-
8
0
2
5
郡
山
市
桑
野
1
-
2
2
-
1
1

県
中
0
2
4
-
9
9
1
-
1
7
0
1
H
1
2
.7
.5
H
1
2
.1
0
.2
1
1
1
1
1

1
1

2
7
市
民
メ
デ
ィ
ア
・
イ
コ
ー
ル

山
口
久
美
子
9
6
3
-
8
0
0
4
郡
山
市
中
町
3
-
1
　
ビ
ュ
ー
プ
ラ
ザ

県
中
0
2
4
-
9
5
2
-
3
3
8
0
H
1
2
.8
.3
H
1
2
.1
1
.9

1
1
1
1

1

2
8
訪
問
美
容
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

円
谷
恵
美
子
9
6
1
-
0
9
0
1
白
河
市
字
明
戸
1
9
3
-
2

県
南
0
2
4
8
-
2
3
-
0
0
3
9
H
1
2
.7
.2
6
H
1
2
.1
1
.1
0
1
1

2
9
子
ど
も
の
森

熊
田
佳
彦
9
6
2
-
0
0
5
2
須
賀
川
市
大
字
西
川
字
池
ノ
上
5
2
-
1

県
中
0
2
4
8
-
7
2
-
2
8
0
4
H
1
2
.8
.1
6
H
1
2
.1
1
.1
7
1
1

1
1

3
0
ば
ん
だ
い
２
０
０
０

村
井
正
太
郎
9
6
9
-
3
1
0
1
猪
苗
代
町
字
渋
谷
2
4
8
4

会
津
0
2
4
2
-
6
4
-
3
3
6
7
H
1
2
.1
0
.2
H
1
3
.1
.1
7
1
1
1
1

1

3
1
ＩＬ
セ
ン
タ
ー
福
島

角
野
正
人
9
6
0
-
8
1
4
1
福
島
市
渡
利
字
七
社
宮
9
0
-
1

県
北
0
2
4
-
5
2
3
-
0
5
2
5
H
1
2
.1
2
.4
H
1
3
.3
.9
1

1

3
2
チ
ャ
オ

山
田
　
　
馨
9
7
0
-
0
3
1
3
い
わ
き
市
中
之
作
字
須
賀
1
-
1

い
わ
き
0
2
4
6
-
4
4
-
6
1
6
0
H
1
2
.1
2
.1
2
H
1
3
.3
.9
1
1

1

3
3
わ
か
ば
会

斉
藤
セ
イ
子
9
6
0
-
8
2
3
1
福
島
市
北
原
4
4
-
1
1

県
北
0
2
4
-
5
3
4
-
7
1
1
5
H
1
2
.1
2
.2
1
H
1
3
.3
.9
1

3
4
あ
い
え
る
の
会

橋
本
広
芳
9
6
3
-
8
0
1
3
郡
山
市
神
明
町
1
6
-
1
1

県
中
0
2
4
-
9
2
1
-
3
5
6
7
H
1
2
.1
2
.2
6
H
1
3
.3
.9
1
1
1

1

3
5
い
わ
き
自
立
生
活
セ
ン
タ
ー

熊
谷
繁
治
9
7
0
-
8
0
2
6
い
わ
き
市
平
研
町
1

い
わ
き
0
2
4
6
-
2
1
-
6
7
7
9
H
1
3
.1
.1
6
H
1
3
.3
.2
7
1

3
6
福
島
県
療
術
学
園

添
野
光
枝
9
6
3
-
8
0
3
4
郡
山
市
島
1
-
7
-
2

県
中
0
2
4
-
9
3
3
-
3
6
3
5
H
1
3
.1
.2
5
H
1
3
.5
.1
5
1

1

3
7
二
十
一
世
紀
経
営
開
発
協
会

満
田
政
巨
9
6
0
-
8
1
6
4
福
島
市
八
木
田
字
中
島
4
-
5

県
北
0
2
4
-
5
4
5
-
3
3
2
4
H
1
3
.2
.1
H
1
3
.5
.3
0
1
1

3
8
ア
イ
・
キ
ャ
ン

濱
尾
英
勝
9
6
3
-
0
1
0
2
郡
山
市
安
積
町
笹
川
字
四
角
坦
5
9
-
7

県
中
0
2
4
-
9
4
5
-
1
7
0
1
H
1
3
.3
.9
H
1
3
.7
.6
1

3
9
在
宅
介
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
お
り
お
り
の
会

鈴
木
俊
弘
9
6
0
-
0
6
5
3
保
原
町
字
泉
町
1
0
9
-
3

県
北
0
2
4
-
5
7
5
-
0
3
7
7
H
1
3
.3
.2
7
H
1
3
.7
.6
1

4
0
寺
子
屋
方
丈
舎

江
川
和
弥
9
6
5
-
0
0
4
1
会
津
若
松
市
駅
前
町
7
-
8

会
津
0
2
4
2
-
3
2
-
6
0
9
0
H
1
3
.3
.1
3
H
1
3
.7
.1
2
1
1
1

1
1

1

4
1
ボ
ラ
ボ
ラ
ネ
ッ
ト

斎
藤
利
夫
9
6
0
-
8
1
5
1
福
島
市
太
平
寺
字
沖
高
7
0
-
1

県
北
0
2
4
-
5
4
5
-
1
9
9
8
H
1
3
.4
.1
7
H
1
3
.8
.6

1
1

4
2
生
活
支
援
ワ
ー
カ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ

本
間
千
春
9
6
0
-
8
0
1
1
福
島
市
宮
下
町
1
1
-
2
8

県
北
0
2
4
-
5
3
5
-
3
0
0
4
H
1
3
.4
.1
7
H
1
3
.8
.6
1

1

4
3
ル
ワ
ン
ダ
の
教
育
を
考
え
る
会

高
橋
啓
子
9
6
0
-
0
4
6
6
伊
達
町
字
根
岸
6
-
1
1

県
北
0
2
4
-
5
4
5
-
8
7
1
3
H
1
3
.4
.1
3
H
1
3
.8
.6

1
1
1
1

4
4
豊
齢
研
ＩＴ
サ
ロ
ン
会
津

長
谷
川
友
仁
9
6
5
-
0
8
5
7
会
津
若
松
市
柳
原
町
1
-
2
-
3
4

会
津
0
7
0
-
5
6
9
2
-
3
4
7
6
H
1
3
.4
.2
4
H
1
3
.8
.8
1
1

4
5
ふ
く
し
ま
自
治
活
性
化
セ
ン
タ
ー

友
田
　
　
昇
9
6
0
-
8
1
0
1
福
島
市
上
町
6
-
3
8

県
北
0
2
4
-
5
5
8
-
3
8
2
2
H
1
3
.6
.1
1
H
1
3
.9
.3

1
1
1

1

4
6
本
宮
い
ど
ば
た
会

五
十
嵐
節
9
6
9
-
1
1
0
1
本
宮
町
大
字
高
木
字
辻
向
3
2
-
9

県
北
0
2
4
3
-
3
4
-
6
4
8
9
H
1
3
.6
.1
3
H
1
3
.9
.7
1
1

4
7
シ
ャ
ロ
ー
ム

大
竹
静
子
9
6
0
-
1
2
4
1
福
島
市
松
川
町
東
原
1
7
-
3

県
北
0
2
4
-
5
6
7
-
5
3
2
2
H
1
3
.5
.3
0
H
1
3
.9
.1
0
1
1
1
1

1
1

1

4
8
カ
オ
ス

斎
藤
記
子
9
6
5
-
0
8
0
7
会
津
若
松
市
城
東
町
4
-
1
5

会
津
0
2
4
2
-
2
2
-
5
6
1
9
H
1
3
.6
.4
H
1
3
.9
.1
0
1
 

4
9
フ
ー
太
郎
の
森
基
金

新
妻
香
織
9
7
6
-
0
0
4
2
相
馬
市
中
村
字
北
町
2
0
-
1

相
双
0
2
4
4
-
3
5
-
6
0
3
9
H
1
3
.6
.2
7
H
1
3
.9
.2
6

1
1
1
1

5
0
福
島
県
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
・
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
共
働
機
構
野
口
正
一
9
6
5
-
0
0
0
6
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
上
居
合
1
3
4
-
5

会
津
0
2
4
2
-
3
7
-
3
5
5
0
H
1
3
.8
.2
2
H
1
3
.1
0
.3
0
1
1
1
1

1
1
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福
島
県
認
証
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
一
覧
表

№
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

代
表
者
〒

住
　
所

振 興 局
電
話
番
号
受
理
年
月
日
認
証
年
月
日

① 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉

② 社 会 教 育

③ ま ち づ く り

④ 学 術 ・ 文 化 ・ 芸 術 ・ ス ポ ー ツ

⑤ 環 境 保 全

⑥ 災 害 救 援

⑦ 地 域 安 全

⑧ 人 権 ・ 平 和

⑨ 国 際 協 力

⑩ 男 女 共 同 参 画 社 会

⑪ 子 ど も の 健 全 育 成

⑫ 情 報 化 社 会

⑬ 科 学 技 術

⑭ 経 済 活 動 の 活 性 化

⑮ 職 業 能 力 開 発 ・ 雇 用 拡 充

⑯ 消 費 者 保 護

⑰ Ｎ Ｐ Ｏ 等 支 援

　
　
備
　
考

（
⑫
か
ら
⑯
の

　
分
野
は
平
成

　
１
５
年
５
月

　
１
日
か
ら
追

　
加
）

5
1
こ
こ
ろ
の
さ
と

永
峯
喜
代
江
9
6
5
-
0
0
5
5
会
津
若
松
市
石
堂
町
6
-
3
0

会
津
0
2
4
2
-
3
7
-
1
3
3
1
H
1
3
.8
.1
H
1
3
.1
0
.3
0
1
1

1
1
1

1

5
2
厚
斯
会

矢
部
美
智
子
9
7
4
-
8
2
6
1
い
わ
き
市
植
田
町
中
央
1
-
1
2
-
8

い
わ
き
0
2
4
6
-
6
2
-
6
2
4
2
H
1
3
.8
.2
4
H
1
3
.1
1
.2
8
1
1

1

5
3
福
島
資
産
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

石
井
武
典
9
7
0
-
8
0
2
6
い
わ
き
市
平
字
下
の
町
2
-
5

い
わ
き
0
2
4
6
-
2
1
-
0
1
2
3
H
1
3
.9
.1
8
H
1
3
.1
2
.1
0
1
1

1

5
4
Ｅ
Ｍ
・
エ
コ
郡
山

武
藤
信
義
9
6
3
-
0
2
0
1
郡
山
市
大
槻
町
字
牛
道
1

県
中
0
2
4
-
9
3
4
-
5
5
5
5
H
1
3
.1
0
.9
H
1
3
.1
2
.2
8

1

5
5
そ
よ
風
ネ
ッ
ト
い
わ
き

滝
口
広
明
9
7
0
-
8
0
2
6
い
わ
き
市
平
字
材
木
町
3
4
-
2

い
わ
き
0
2
4
6
-
2
5
-
8
5
1
5
H
1
3
.1
0
.9
H
1
3
.1
2
.2
8
1

5
6
交
通
事
故
被
害
者
救
済
セ
ン
タ
ー

五
十
嵐
博
道
9
6
0
-
8
0
2
1
福
島
市
霞
町
6
-
2
6

県
北
0
2
4
-
5
3
5
-
0
0
0
0
H
1
3
.1
1
.2
6
H
1
4
.2
.2
8

1
1

5
7
１
０
代
の
性
行
動
の
危
機
を
考
え
行
動
す
る
会
富
永
国
比
古
9
6
3
-
8
0
0
2
郡
山
市
駅
前
2
-
4
0
3
-
1
0

県
中
0
2
4
-
9
2
4
-
1
1
6
1
H
1
3
.1
2
.3
H
1
4
.3
.2
0

1

5
8
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
　
マ
カ
セ
ッ
セ
庄
司
　
　
操
9
6
5
-
0
8
5
3
会
津
若
松
市
材
木
町
2
-
3
-
4
4

会
津
0
2
4
2
-
2
9
-
9
2
9
1
H
1
3
.1
2
.1
0
H
1
4
.3
.2
0
1

5
9
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
ク
ラ
ブ

星
　
　
義
夫
9
6
7
-
0
0
2
6
田
島
町
大
字
針
生
字
小
坂
1
0
-
2

南
会
津
0
2
4
1
-
6
7
-
3
9
4
5
H
1
3
.1
2
.2
1
H
1
4
.3
.2
0
1
1
1
1

1
1

6
0
福
島
県
緑
の
協
力
隊

塩
田
修
二
9
6
3
-
0
1
0
1
郡
山
市
安
積
町
日
出
山
1
-
1
4
5

県
中
0
2
4
-
9
4
3
-
3
4
0
1
H
1
3
.1
2
.2
1
H
1
4
.3
.2
0

1
1

6
1
ひ
ま
わ
り

星
  
 一
郎
9
6
9
-
3
1
6
2
河
東
町
大
字
金
田
字
松
窪
1
1
-
1

会
津
0
2
4
2
-
7
5
-
4
5
7
6
H
1
4
.2
.2
5
H
1
4
.5
.1
5
1
1
1
1

1
1
1

1

6
2
エ
フ
・
ス
ポ
ー
ツ

本
宿
　
　
尚
9
6
0
-
8
0
3
6
福
島
市
新
町
3
-
3
0

県
北
0
2
4
-
5
1
5
-
3
7
3
0
H
1
4
.2
.2
8
H
1
4
.6
.3

1
1

1
1

6
3
子
ど
も
未
来
ク
ラ
ブ

大
場
秀
樹
9
5
0
-
8
2
5
3
福
島
市
泉
字
下
谷
地
1
0
-
1
0

県
北
0
2
4
-
5
5
6
-
0
9
6
5
H
1
4
.3
.1
H
1
4
.6
.3

1
1

1

6
4
う
つ
く
し
ま
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ振
興
会

佐
久
間
仁
一
9
6
3
-
8
0
6
1
郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
泉
崎
2
6
-
5

県
中
0
2
4
-
9
2
3
-
4
2
2
9
H
1
4
.3
.1
5
H
1
4
.6
.1
9

1
1

6
5
う
つ
く
し
ま
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

上
石
孝
子
9
6
3
-
8
0
7
1
郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
上
野
6
7

県
中
0
2
4
-
9
2
3
-
1
6
1
0
H
1
4
.4
.3
H
1
4
.7
.3

1
1

1

6
6
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー

羽
根
田
万
通
9
7
6
-
0
0
5
3
相
馬
市
小
野
字
小
野
迫
4
4
-
1
8

相
双
0
2
4
4
-
3
5
-
2
7
8
4
H
1
4
.4
.2
H
1
4
.7
.3
1
1
1
1
1

1

6
7
生
前
契
約
福
島
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

鈴
木
　
　
洋
9
6
0
-
0
1
1
3
福
島
市
北
矢
野
目
字
舘
4
0
-
2

県
北
0
2
4
2
-
2
8
-
0
9
1
6
H
1
4
.4
.1
0
H
1
4
.7
.2
2
1

6
8
福
島
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
共
生
機
構

箱
崎
俊
一
9
7
5
-
0
0
7
1
原
町
市
深
野
字
入
龍
田
1
1
7
-
4

相
双
0
2
4
4
-
2
2
-
0
5
5
4
H
1
4
.4
.1
6
H
1
4
.7
.2
2
1
1
1
1
1
1

1
1

6
9
し
お
ん
の
会

松
村
伸
和
9
7
4
-
8
2
6
1
い
わ
き
市
植
田
町
館
跡
3
-
5
1

い
わ
き
0
2
4
6
-
6
3
-
7
9
4
5
H
1
4
.4
.1
7
H
1
4
.7
.2
2
1
1

1

7
0
民
営
通
所
介
護
　
ひ
な
た
ぼ
っ
こ

高
橋
初
枝
9
6
6
-
0
0
3
6
喜
多
方
市
字
柳
清
水
３
３
９
５
番
地
１
４

会
津
0
2
4
1
-
2
4
-
4
6
9
2
H
1
4
.4
.2
4
H
1
4
.7
.2
2
1

1

7
1
福
島
県
未
来
ネ
ッ
ト

赤
間
利
晴
9
6
0
-
8
1
5
3
福
島
市
黒
岩
字
堂
ノ
後
2
0
-
3

県
北
0
2
4
-
5
4
5
-
6
7
8
9
H
1
4
.4
.2
6
H
1
4
.7
.2
2
1
1
1
1
1

1
1

1

7
2
語
り
と
方
言
の
会

三
田
公
美
子
9
6
3
-
0
2
0
2
郡
山
市
柏
山
町
3

県
中
0
2
4
-
9
3
3
-
2
6
1
8
H
1
4
.5
.1
0
H
1
4
.7
.2
2
1
1

1

7
3
え
ん
が
わ
図
書
館

鈴
木
悦
子
9
6
1
-
8
0
9
1
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
森
前
4
6

県
南
0
2
4
8
-
2
5
-
1
4
9
9
H
1
4
.5
.1
3
H
1
4
.8
.1
2
1
1
1

1

7
4
相
馬
市
精
神
障
害
者
の
生
活
を
支
援
す
る
会
村
松
恵
美
子
9
7
6
-
0
0
1
4
相
馬
市
北
飯
渕
1
-
1
7
-
1

相
双
0
2
4
4
-
3
5
-
2
7
9
7
H
1
4
.5
.1
3
H
1
4
.8
.1
2
1
1

 
1

7
5
福
島
県
教
育
支
援
協
会

國
馬
善
郎
9
6
3
-
8
0
0
5
郡
山
市
清
水
台
2
-
1
-
1
6

県
中
0
2
4
-
9
2
2
-
4
7
6
4
H
1
4
.5
.1
6
H
1
4
.8
.1
2
1
1
1

1
1
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福
島
県
認
証
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
一
覧
表

№
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

代
表
者
〒

住
　
所

振 興 局
電
話
番
号
受
理
年
月
日
認
証
年
月
日

① 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉

② 社 会 教 育

③ ま ち づ く り

④ 学 術 ・ 文 化 ・ 芸 術 ・ ス ポ ー ツ

⑤ 環 境 保 全

⑥ 災 害 救 援

⑦ 地 域 安 全

⑧ 人 権 ・ 平 和

⑨ 国 際 協 力

⑩ 男 女 共 同 参 画 社 会

⑪ 子 ど も の 健 全 育 成

⑫ 情 報 化 社 会

⑬ 科 学 技 術

⑭ 経 済 活 動 の 活 性 化

⑮ 職 業 能 力 開 発 ・ 雇 用 拡 充

⑯ 消 費 者 保 護

⑰ Ｎ Ｐ Ｏ 等 支 援

　
　
備
　
考

（
⑫
か
ら
⑯
の

　
分
野
は
平
成

　
１
５
年
５
月

　
１
日
か
ら
追

　
加
）

7
6
明
日
飛
子
ど
も
自
立
の
里

清
水
国
明
9
6
3
-
8
4
0
0
鮫
川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
葉
貫
1
3
-
2

県
南
0
2
4
7
-
4
9
-
3
3
4
4
H
1
4
.5
.2
2
H
1
4
.8
.1
2

1

7
7
エ
イ
・
ア
ー
ル
・
エ
ス

下
村
一
裕
9
6
7
-
0
3
2
1
舘
岩
村
井
桁
2
2
8

南
会
津
0
2
4
1
-
7
8
-
5
0
6
6
H
1
4
.5
.2
4
H
1
4
.8
.2
2
1
1
1
1

1

7
8
ウ
ェ
ー
ブ
　
ゆ
い

斎
藤
秀
幸
9
6
3
-
7
8
3
6
石
川
町
大
字
塩
沢
字
広
畑
4
4
-
1

県
中
0
2
4
7
-
2
6
-
0
8
3
2
H
1
4
.5
.2
7
H
1
4
.8
.2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1

7
9
福
島
・
伊
達
精
神
障
害
福
祉
会

相
澤
興
一
9
6
0
-
8
0
1
6
福
島
市
狐
塚
畑
1
9

県
北
0
2
4
-
5
5
7
-
1
0
2
2
H
1
4
.5
.2
9
H
1
4
.9
.5
1
1
1

1

8
0
Ｎ
Ｃ
Ｗ
Ｃ
い
わ
き
転
入
女
性
の
会

細
渕
裕
子
9
7
0
-
8
0
4
7
い
わ
き
市
中
央
台
高
久
3
-
1
-
1

い
わ
き
0
2
4
6
-
3
1
-
2
3
2
3
H
1
4
.6
.3
H
1
4
.9
.5

1
1

1
1
1

8
1
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

杉
原
由
美
9
6
6
-
0
9
1
4
喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
二
条
川
原
1
8
6
2
-
1
0
1

会
津
0
2
4
1
-
2
1
-
1
2
4
1
H
1
4
.5
.3
0
H
1
4
.9
.6
1

1

8
2
福
島
の
淡
水
生
物
調
査
会

古
内
榮
一
9
7
0
-
8
0
2
6
い
わ
き
市
平
字
白
銀
町
６
－
３

い
わ
き
0
2
4
6
-
3
6
-
2
0
1
7
H
1
4
.6
.1
0
H
1
4
.9
.3
0
1

1
1

8
3
会
津
喜
多
方
シ
ニ
ア
ネ
ッ
ト
き
て
み
っ
せ

五
十
嵐
光
男
9
6
6
-
0
0
0
2
喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津
字
東
谷
地
１
６
６
９
番
地
１

会
津
0
2
4
1
-
2
2
-
7
5
0
5
H
1
4
.6
.1
9
H
1
4
.9
.3
0
1
1
1
1

1

8
4
福
島
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
連
絡
協
議
会

丹
治
時
彦
9
6
3
-
8
1
5
7
福
島
市
蓬
莱
町
２
丁
目
１
１
４
番
地
の
２

県
北
0
2
4
-
5
4
8
-
0
5
3
2
H
1
4
.6
.2
6
H
1
4
.9
.3
0
1
1
1

1
1

8
5
ハ
ー
プ
ト
ー
ン
ズ

酒
井
裕
子
9
6
3
-
8
0
2
6
郡
山
市
並
木
1
-
2
0
-
1
5

県
中
0
2
4
-
9
5
1
-
0
5
2
9
H
1
4
.6
.2
8
H
1
4
.9
.3
0
1
1
1

1

8
6
こ
こ
ろ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
県
南

齋
藤
雄
一
9
6
3
-
6
1
3
1
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
北
町
1
0
2

県
南
0
2
4
7
-
3
3
-
3
0
3
1
H
1
4
.7
.1
H
1
4
.1
0
.9
1

1
1

8
7
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
っ
こ
り
ハ
ウ
ス

田
代
勝
士
9
6
3
-
8
8
2
2
郡
山
市
昭
和
1
-
9
-
1
9

県
中
0
2
4
-
9
3
2
-
7
9
5
6
H
1
4
.7
.2
H
1
4
.1
0
.9
1

8
8
福
島
ス
ポ
ー
ツ
ネ
ッ
ト

小
川
明
広
9
6
0
-
8
1
6
4
福
島
市
八
木
田
字
中
島
7
0
-
2

県
北
0
2
4
-
5
5
9
-
2
7
5
0
H
1
4
.7
.3
H
1
4
.1
0
.9
1

1
1

8
9
遊
歩
自
然
倶
楽
部

佐
藤
壽
男
9
6
0
-
1
3
0
3
飯
野
町
大
字
青
木
字
東
栄
寺
8

県
北
0
2
4
-
5
6
2
-
3
3
8
8
H
1
4
.7
.4
H
1
4
.1
0
.9
1
1
1

1

9
0
湊
み
ら
い
２
１

齋
藤
　
　
誠
9
6
2
-
0
2
0
3
会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
切
の
草
1
7
3
-
1

会
津
0
2
4
2
-
9
4
-
2
4
1
6
H
1
4
.7
.1
0
H
1
4
.1
0
.2
8
1
1
1
1
1

1
1

9
1
地
域
交
流
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ど
り
の
ひ
ろ
ば

大
平
博
三
9
6
3
-
8
4
0
1
鮫
川
村
大
字
赤
坂
中
野
字
東
前
田
２
６
番
地

県
南
0
2
4
7
-
4
9
-
3
5
3
2
H
1
4
.7
.1
2
H
1
4
.1
0
.2
8
1

1

9
2
し
ら
か
わ
市
民
活
動
支
援
会

和
知
　
延
9
6
1
-
0
9
0
8
白
河
市
大
手
町
３
番
地
の
８

県
南
0
2
4
8
-
2
3
-
3
0
7
9
H
1
4
.7
.1
5
H
1
4
.1
0
.2
8
1
1
1
1

1
1
1
1

1

9
3
い
わ
き
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー

猪
狩
哲
也
9
7
0
-
8
0
4
3
い
わ
き
市
中
央
台
鹿
島
一
丁
目
２
２
番
地
の
３

い
わ
き
0
2
4
6
-
2
9
-
4
6
0
0
H
1
4
.7
.2
9
H
1
4
.1
1
.1
1
1
1
1

1
1

1

9
4
わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
い
わ
き

酒
主
照
之
9
7
0
-
8
0
2
8
い
わ
き
市
平
上
神
谷
字
神
谷
分
２
２
番
地
の
１

い
わ
き
0
2
4
6
-
9
2
-
2
6
3
1
H
1
4
.7
.2
9
H
1
4
.1
1
.1
1
1

1

9
5
う
つ
く
し
ま
保
全
セ
ン
タ
ー

中
川
治
男
9
6
0
-
8
0
4
3
福
島
市
中
町
７
番
１
７
号

県
北
0
2
4
-
5
1
5
-
3
7
4
8
H
1
4
.8
.1
2
H
1
4
.1
1
.2
1

1
1
1
1

1

9
6
い
わ
き
ラ
ビ
ッ
ト
体
操
ク
ラ
ブ

若
松
　
功
9
7
0
-
0
1
0
2
い
わ
き
市
平
下
大
越
字
中
の
町
７
０
番
地

い
わ
き
0
2
4
6
-
3
4
-
3
9
1
6
H
1
4
.8
.1
6
H
1
4
.1
1
.2
1

1
1

9
7
芸
術
の
森

三
木
壽
美
江
9
6
3
-
8
8
7
1
郡
山
市
本
町
一
丁
目
３
番
９
号

県
中
0
2
4
-
9
2
3
-
2
3
1
1
H
1
4
.9
.1
2
H
1
4
.1
2
.2
0
1
1

1
1

1

9
8
ほ
っ
と
ア
ク
ト

増
子
　
修
9
6
1
-
8
0
9
1
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
折
口
原
6
5
0
番
地
1
5

県
南
0
2
4
8
-
3
2
-
2
5
7
5
H
1
4
.1
0
.7
H
1
5
.1
.1
7
1
1
1
1

1
1

9
9
勿
来
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

荒
川
信
郎
9
7
4
-
8
2
3
2
い
わ
き
市
錦
町
中
迎
１
丁
目
１
２
番
地
の
２

い
わ
き
0
2
4
6
-
6
4
-
8
3
3
9
H
1
4
.1
0
.8
H
1
5
.1
.1
7
1
1
1

1

1
0
0
リ
ソ
ー
ス
パ
ー
ト
ナ
ー

畔
越
大
輔
9
6
5
-
0
0
1
5
会
津
若
松
市
北
滝
沢
二
丁
目
３
丁
目
１
２
号

会
津
0
2
4
2
-
2
2
-
1
3
9
3
H
1
4
.1
0
.1
1
H
1
5
.1
.1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
0
1
あ
ぶ
く
ま
エ
ヌ
エ
ス
ネ
ッ
ト

進
士
　
徹
9
6
3
-
8
4
0
3
鮫
川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
葉
貫
５
７
番
地

県
南
0
2
4
7
-
4
8
-
2
0
4
5
H
1
4
.1
0
.2
8
H
1
5
.2
.7
1
1
1
1
1

1
1

1
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福
島
県
認
証
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
一
覧
表

№
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

代
表
者
〒

住
　
所

振 興 局
電
話
番
号
受
理
年
月
日
認
証
年
月
日

① 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉

② 社 会 教 育

③ ま ち づ く り

④ 学 術 ・ 文 化 ・ 芸 術 ・ ス ポ ー ツ

⑤ 環 境 保 全

⑥ 災 害 救 援

⑦ 地 域 安 全

⑧ 人 権 ・ 平 和

⑨ 国 際 協 力

⑩ 男 女 共 同 参 画 社 会

⑪ 子 ど も の 健 全 育 成

⑫ 情 報 化 社 会

⑬ 科 学 技 術

⑭ 経 済 活 動 の 活 性 化

⑮ 職 業 能 力 開 発 ・ 雇 用 拡 充

⑯ 消 費 者 保 護

⑰ Ｎ Ｐ Ｏ 等 支 援

　
　
備
　
考

（
⑫
か
ら
⑯
の

　
分
野
は
平
成

　
１
５
年
５
月

　
１
日
か
ら
追

　
加
）

1
0
2
ふ
く
し
ま
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
Ｎ
Ｐ
Ｏ

齋
藤
弘
幸
9
7
4
-
8
2
3
2
い
わ
き
市
錦
町
中
迎
４
丁
目
７
番
地
２

い
わ
き
0
2
4
6
-
6
5
-
3
0
1
6
H
1
4
.1
0
.2
9
H
1
5
.2
.7
1
1
1
1
1
1
1

1

1
0
3
タ
ー
ナ
ー
会

佐
藤
久
子
9
6
0
-
0
6
8
6
保
原
町
竹
内
町
５
８
番
地

県
北
0
2
4
-
5
9
3
-
0
9
1
0
H
1
4
.1
1
.1
H
1
5
.2
.7
1
1
1
1

1
0
4
こ
ど
も
の
権
利
サ
ポ
ー
ト

羽
賀
孝
正
9
7
4
-
8
2
3
2
い
わ
き
市
錦
町
竹
の
花
２
０
番
地

い
わ
き
0
2
4
6
-
6
3
-
6
7
6
6
H
1
4
.1
1
.1
H
1
5
.2
.7
1
1

1
1
1

1
1

1
0
5
あ
ぶ
く
ま
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
絆

白
石
高
司
9
6
3
-
4
3
1
2
船
引
町
大
字
船
引
字
源
次
郎
１
９
９
番
地
の
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資料５

「福島県におけるＮＰＯとの協働に関する指針」の概要

Ⅰ 指針策定の趣旨

○ 地方行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、県行政のイコールパー

トナーとしてのボランティア・ＮＰＯとどのように連携・協力し、県民福

祉の向上を図っていくかは当面の重要な課題となってきている。

○ この指針は、平成１４年５月に設置された 「ボランティア・ＮＰＯパ、

」 、 「 」ートナーシップ会議 の提言を踏まえ 県長期総合計画 うつくしま２１

に基づく県づくりを一層推進するため、県がＮＰＯとの協働を推進する基

本的な考え方と施策展開の方向を示すものである。

Ⅱ ボランティア・ＮＰＯについての一般的概念と期待される役割

１ ボランティアの概念と役割

、 、昨今のボランティアの多様化傾向の中で 無償ボランティアだけでなく

報酬を伴う有償ボランティアなど、ボランティアの概念がより広がりを持

ったものに変化しつつあり、ボランティアという言葉の意味するところも

広がってきている。

ボランティアは、とりわけ次のような地域社会づくりの重要な役割を担

うものと考えられている。

○ 共に支え合う社会の実現

○ ふれあいと活力に満ちた地域コミュニティの形成

○ 生きがいのある心豊かなくらしの創造

○ 多様な選択を可能とする社会の形成

２ ＮＰＯの概念と役割

ＮＰＯは （非営利組織）の略であり、一般的にはNonprofit Organization

「営利を目的としない民間団体」の総称として用いられている。

ＮＰＯは、とりわけ次のような役割が期待されている。

○ 公共的サービスの提供

○ 新たな地域社会づくりと分権型社会の形成

○ 新たな経済主体

○ ボランティアが活躍できる場の提供

○ 社会的課題として顕在化していない課題の発見
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３ 本指針におけるボランティア・ＮＰＯの定義

( ) ボランティア1

「営利を目的とせず、自発的な意思に基づいて、他人や社会のために

活動を行う個人」

( ) ＮＰＯ2

「公共的な領域において、社会的な課題を解決することを目的とし、

組織の使命への賛同者やボランティアなどの力を運営の基本に据えて活

動する組織体」

４ ボランティアとＮＰＯの関係

ボランティアとＮＰＯは、一般的に次のような関係にある。

○ ボランティアは、ＮＰＯの運営に参加または参画する。

○ ＮＰＯは、ボランティアに活動の場を提供する。

Ⅲ 県内のボランティア・ＮＰＯの現状と課題

１ ボランティア・ＮＰＯの現状

( ) ボランティアの現状1

「 」 、○ ボランティア活動に関心がある と答えた県民は６割以上いるが

一方、ボランティア活動の経験については、６割以上の人が「したこ

とがない」と答えている。

○ ボランティア活動をしたことがない理由としては 「時間的な余裕、

がないから 「きっかけや機会がないから」が多い。」、

( ) ＮＰＯの現状2

○ 活動分野は 「まちづくり・むらづくり 「自然環境保護 「芸術、 」、 」、

文化振興 「高齢者福祉」などが多くなっている。」、

○ 単一の市町村及び近隣の市町村を含めた地域を主な活動地域として

いる団体が多くなっている。

○ 個人会員数５０人以下の団体が約７割を占めている。

○ スタッフ、専用の事務所を有している団体は少ない。

○ 活動経費規模５０万円未満の団体が約７割を占めている。

( ) 県・市町村とボランティア・ＮＰＯとの関わり方3

○ 平成１４年度の県の協働事業は３６事業であり、また、平成１４年

度に何らかの協働事業を行う市町村数は１９と少ない。

○ 協働の形態は、県、市町村ともに 「情報提供・情報交換 「実行、 」、

委員会、協議会」が多い。

○ 協働できなかった理由としては、県、市町村ともに 「協働する事、
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業がない 「相手となるボランティア・ＮＰＯの不存在 「ボランテ」、 」、

ィア・ＮＰＯ情報不足」が多い。

２ ボランティア・ＮＰＯの課題

○ 県民にとってボランティアに関する情報が不足しており、またボラン

ティア相互の交流の機会が少ないため、一般的に関心が高いものの実際

の活動にまで結びついない。

○ ボランティアとＮＰＯ、ＮＰＯ相互間のネットワークが形成されてい

ない。

○ 財源の５割弱を会費収入に依存し、また、会員数の拡大や広範な寄付

金募集が難しいため、慢性的な資金不足に悩む団体が多い。

○ ＮＰＯは、人員の確保が困難であり、またマネジメント・会計・税務

などの専門スタッフが育っていない。

○ 県、市町村ともに、行政の果たす役割やボランティア・ＮＰＯ担当窓

口の不明確、税制上の優遇措置が不十分であるなどボランティア・ＮＰＯ

活動環境の整備が進んでいない。

Ⅳ ＮＰＯとの協働に係る県としての基本的な考え

１ 協働の意義

○ ＮＰＯにとっての意義

ＮＰＯにとっては、公共的サービスの領域拡大、公共的サービスを提

供するうえでの責任ある体制の構築、行政への政策提言力の向上などの

意義を持つ。

○ 県にとっての意義

県にとっては、多様化し高度化する社会的ニーズへの柔軟な対応、政

策への新しい発想の導入、行政組織や体質の変革促進などの意義が期待

される。

○ 県民にとっての意義

県民にとっては、公共的サービスの幅と厚みが増大することにより、

その恩恵を享受することができるようになる。また、県民がボランティ

ア・ＮＰＯ活動に参画する機会の拡大にもつながり、生きがいづくりや

自己実現の機会創出に結びつく。

２ 本指針における協働の定義

「それぞれの組織体の主体性・自主性を前提としつつ、相互の存在意義

を認識し、尊重し合い、相互に持てる資源を出し合い、対等の立場で共通

する目的の実現に向け公共的サービスを提供する活動」
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３ 本指針において想定する協働の形態

、 、 、協働の領域としては ①ＮＰＯが中心となり 県の協力を得て行う領域

、 、②ＮＰＯと県がそれぞれの主体性を堅持しつつ 対等に協力して行う領域

③県が中心となり、ＮＰＯの協力を得て行う領域があり、その領域におけ

る協働の形態は次のようなものと考えるが、今後様々な分野の協働を通し

て、新たな協働の形態が生じてくることが考えられる。

したがって、下記の形態にとらわれることなく、それぞれの事業に最も

ふさわしい形態のあり方を検討することが重要である。

○ 県、ＮＰＯ等が共に主催者となって、連名・共同して事業を行う形

態

例） 主催、共催など

○ 県、ＮＰＯ等を構成員として常設または臨時の組織体を形成し、その

組織体が主催者となって事業を行う形態

例） 推進会議、実行委員会、協議会など

○ 県が、ＮＰＯ等の主体的な参画を得て、新たな視点に立って、政策の

立案や施策等の企画・計画・実施等において相互に連携し、協力し合う

形態

例） 研究会、討論会、懇話会など

○ ＮＰＯの提案を契機として、県が提案内容を政策の立案や施策の推進

等に反映する形態

例） 政策提言など

○ 県の領域にかかわる業務の一部を、ＮＰＯに委託して事業を行う形態

例） 研修委託、公共施設の管理委託など

○ ＮＰＯが行う事業が県施策の目指す理念や方向性等を先取りしている

ことなどから、県がその使命や公益性・先見性等を高く評価し、そのこ

とを積極的に明示する形態

例） 後援、推薦など

４ 協働推進の目標

○ 県民ニーズに沿った公共的サービスの拡充

○ ＮＰＯの自立促進

○ 活力ある地域社会の形成

５ 協働推進にあたっての基本原則

○ 目的共有

○ 自立・対等

○ 相互理解

○ 情報公開
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○ 共同の実践

６ 協働の推進方法

(1) 第１ステップ

○ 協働に関する取り組みについての方針の確認

ＮＰＯとの情報交換・交流機会の創出○

○ 職員研修・意識改革

○ 庁内取り組み体制の構築

(2) 第２ステップ

○ 実施計画づくり

○ 協働事業の創出

○ 協働化に向けた事業構築

○ 施策体系化

(3) 第３ステップ

○ 協働事業の推進

○ 協働事業評価手法の検討

○ 効果評価と事後への反映

７ 協働事業の具体的な手順

○ 協働にふさわしい事業の検討

○ 当該事業にふさわしい協働形態の選択

○ 協働の相手方の選定

○ 協働事業の実施

○ 協働の評価

Ⅴ 協働指針の推進にあたって

１ 関係機関等との連携

○ 国との連携

○ 市町村との連携

○ 企業との連携

○ 大学やその他研究機関等との連携

２ 情勢変化に伴う指針の見直し

Ⅵ 協働に向けたＮＰＯ活動支援施策の方向性

１ ＮＰＯ組織基盤の強化

○ 人材の確保・育成

○ 中間支援ＮＰＯのための支援充実
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○ 財政自立のための環境づくり

○ コミュニティビジネス等の育成・支援

○ 融資の円滑化

○ 業務委託による事業遂行能力の向上

２ ＮＰＯ活動環境の整備

○ 広報・啓発、気運の醸成

○ 情報提供

○ 相談・コーディネート

○ 政策形成へのＮＰＯ等の意見の反映

○ 活動の場の確保
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う
形
態

例
）
研
究
会
、
討
論
会
、
懇
話
会
な
ど

県
が
中
心
と
な
り
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
協
力
を
得
て
行
う
領

域

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
提
案
を
契
機
と
し
て
、
県
が
提
案
内
容
を
政
策
の
立
案
や
施
策

の
推
進
等
に
反
映
す
る
形
態

県
が
発
議
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が

協
力
者
と
し
て
関
わ
る
領

域

例
）
政
策
提
言

県
の
領
域
に
か
か
わ
る
業
務
の
一
部
を
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
委
託
し
て
事
業
を
行

う
形
態

例
）
研
修
委
託
、
公
共
施
設
の
管
理
委
託
な
ど

Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
中
心
と
な
り
、

県
の
協
力
を
得
て
行
う
領

域

Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
行
う
事
業
が
県
施
策
の
目
指
す
理
念
や
方
向
性
等
を
先
取
り
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
県
が
そ
の
使
命
や
公
益
性
・
先
見
性
等
を
高
く

評
価
し
、
そ
の
こ
と
を
積
極
的
に
明
示
す
る
形
態

Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
発
議
し
、
県
が

協
力
者
と
し
て
関
わ
る
領

域

例
）
後
援
、
推
薦
な
ど

①
保
健
・
医
療
・
福
祉

②
社
会
教
育

③
ま
ち
づ
く
り

④
学
術
・
文
化
・
芸
術
・
ス

ポ
ー
ツ

⑤
環
境
保
全

⑥
災
害
救
援

⑦
地
域
安
全

⑧
人
権
・
平
和

⑨
国
際
協
力

⑩
男
女
共
同
参
画
社
会

⑪
子
ど
も
の
健
全
育
成

⑫
情
報
化
社
会

⑬
科
学
技
術

⑭
経
済
活
動
の
活
性
化

⑮
職
業
能
力
開
発
・
雇
用
拡
充

⑯
消
費
者
保
護

⑰
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
支
援
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